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2025年 4月 1日 

【別紙】電気需給約款（高圧）新旧対照表 

小売事業者：伊藤忠エネクス株式会社 

（下線部分が変更箇所） 

※主な変更点を記載しております。 
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26 供給停止の解除                   18 

27 供給停止期間中の料金                   18 
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29 供給の中止または使用の制限もしくは中止 18 
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44 工事費負担金の申受けおよび清算     25 

45 需給開始に至らないで需給契約を終了 

または変更される場合の費用の申受け     25 

46 工事費等に関する契約書の作成     25 

47 管轄裁判所                          26 
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Ⅰ 総     則 Ⅰ 総     則 

3 定義 3 定義 

(28)スポット市場価格 

一般社団法人日本卸電力取引所（以下「卸電力取引所」といい

ます。） の業務規程に定める翌日取引を行なうための卸電力取引市

場において、売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等

による制限を受けるものとして売買取引を行なう価格のうち，卸電

力取引所がお客さまの需要場所の属する供給区域のものとして公表

した値をいいます。ただし、これによりがたい場合は、基準市場価

格等にもとづき、当社が決定した値といたします。 

（削除） 

 

(29)北陸エリアプライス 

卸電力取引所が公表する翌日取引を行なうための卸電力取引市場

における商品（一般社団法人日本卸電力取引所の取引規定第１４条

に定める商品をいいます。）の売買取引における価格のうち、北陸

エリアに適用されるものをいいます。 

（削除） 

 

(30)部分供給 

  複数の電気事業者から一需要場所に対して、1 引き込みを通じ

て一体として供給される形態をいいます。 

 

（削除） 

― (28)分割供給 

  契約者が、１需要場所において、分割供給（複数の小売電気

事業者が、1 需要場所において、1 引込みを通じて行なうそれ

ぞれの電気事業法第 2条第 1項第 1号に定める小売供給をいい

ます。ただし、一方の小売電気事業者が需要者の発電設備の

検査、補修または事故（停電による停止等を含みます。）によ

り生じた不足電力の補給にあてるための電気のみを供給する

場合の小売供給を除きます。）を行なうための接続供給（以下

「分割接続供給」といいます。）を希望される場合は、次の要

件を満たすこと。 

イ 当該需要場所が、高圧または特別高圧で電気の供給を受ける

需要場所であること。 

ロ 当該需要場所において分割接続供給を受ける契約者は、2契約

者に限ること。 
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ハ 双方の契約者および需要者が、当該需要場所において、当社

が分割接続供給を行なう旨の承諾をすること。 

ニ 双方の契約者および需要者が、当社が契約者および需要者に

あらかじめお知らせすることなく分割接続供給の実施に必要

な契約者および需要者の情報を他の一方の契約者に対し提供

する旨の承諾をすること。 

(31)全量供給 

当社から一需要場所に対して、1 引き込みを通じて全量を供給

される形態をいいます。 

(32)請求対象月 

請求対象月とは、原則として計量日の前日が属する月をいいま

す。 

(33)消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定に

より課される地方消費税に相当する金額をいいます。 

(29)全量供給 

当社から一需要場所に対して、1 引き込みを通じて全量を供給

される形態をいいます。 

(30)請求対象月 

請求対象月とは、原則として計量日の前日が属する月をいい

ます。 

(31)消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定に

より課される地方消費税に相当する金額をいいます。 

Ⅲ 契約種別および料金 Ⅲ 契約種別および料金 

11 契約電力等 11 契約電力等 

(1) 契約種別を問わず（ただし、自家発補給電力および予備電力を

除きます。）、契約電力は次によって定めます。 

ロ 契約電力が 500キロワット未満の場合 

 (ハ）全量供給にて 500キロワット以上となる場合は、部分供給に

おける当社が供給する契約電力は、前項イに従って契約電力

を定めることとします。 

(1) 契約種別を問わず（ただし、自家発補給電力および予備電力

を除きます。）、契約電力は次によって定めます。 

ロ 契約電力が 500キロワット未満の場合 

 (ハ）全量供給にて 500 キロワット以上となる場合は、分割供給

における当社が供給する契約電力は、前項イに従って契約

電力を定めることとします。 

Ⅴ 使用および供給 Ⅴ 使用および供給 

30 制限または中止の料金割引  30 制限または中止の料金割引 

(1) 常時供給メニューについては、前条によって、一般送配電事業

者等により電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、

もしくは中止した場合、当社は、次の割引を行い料金を算定い

たします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由によ

る場合は、そのお客さまについては割引いたしません。 

イ 契約電力が 500 キロワット以上の場合 

（イ） 割引の対象 

力率割引または割増し後の基本料金といたします。 

（削除） 
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ただし、15（料金の算定および算定期間）(1)イ、ロの場合は、制

限または中止の日における契約内容に応じて算定される１月の金

額といたします。 

（ロ） 割引率 

月中の制限し、または中止した延べ時間数１時間ごとに 0.2％と

いたします。時間の計算方法は一般送配電事業者等の託送供給等

約款に従います。 

（ハ）制限または中止延べ時間数の計算 延べ時間数は、1 回 10 分

以上の制限または中止の延べ時間とし、1 時間未満の端数を生じ

た 場合は、30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨ていたし

ます。なお、制限時間については、 次の算式によって修正した

うえで合計いたします。 

 
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、a 

による修正時間または b による修正時間のいずれか大きいもの

によります。  

ロ 契約電力が 500 キロワット未満の場合  

（イ） 割引の対象 力率割引または割増し後の基本料金といたし

ます。ただし、15（料金の算定および算定期間） (1)イ、ロの場

合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される

１月の金額と いたします。 

（ロ） 割引率 1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ご

とに 4％といたします。 

（ハ）制限または中止延べ時間数の計算 延べ日数は、1 日のうち

延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算い

たし ます。  

（削除） 
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(2) 本条(1)による延べ時間数または延べ日数を計算する場合には、

電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、当社がお

客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1

月につき 1 日に限って計算に入れません。この場合の 1 月に

つき 1 日とは、料金の算定期間の 1暦日における 1回の工事に

よる制限または中止の時間といたします。  

(3) 臨時電力、自家発補給電力および予備電力に対する供給の中止

または使用の制限もしくは中止に ついても本条(1)および(2)に

準じて割引を行い料金を算定いたします。 

（削除） 

 

 

付則 

本約款は、2024年 4 月 1日より適用する。 
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    2020年   7月  1日改定 
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